定期予防接種の実施における保護者以外の同伴について


　平成２０年４月より、定期の予防接種について、保護者からの委任状に基づき、保護者以外の方の同伴が認められるようになりました。同伴者は、普段からお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。（祖父母、ベビーシッター、保育士、成人の兄弟姉妹や、子どもの保育園送迎をしている母親同士などです。）
　委任状は、予防接種の当日までに、保護者本人及び同伴する方が署名し、接種日当日に同伴者が予防接種予診票とともに医療機関に持参してください。
　医師の診察・説明を受けた後、接種に同意する場合は、予診票の保護者自書欄（同意欄）に同伴者本人の署名をすることになります。
　また、委任状は接種後、医療機関から予防接種予診票とともに中野区保健所の担当に提出されます。
委任状の有効期限は、接種する日以前の1か月以内となります。
　委任状書式は裏面のとおりです。コピーをしてご利用ください。

· 保護者は、予防接種法によって、親権を行う者（親権者：父母、養親）および後見人（成年後見人および未成年後見人）等とされています。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ先
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野区保健所　保健予防係
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話０３（３３８２）６５００
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX ０３（３３８２）７７６５


委　任　状

中野区長　あて

　今回の予防接種を受けるにあたり、私（保護者）が特段の理由により同伴できないため、被接種者の健康状態を熟知している代理人（同伴者）に、医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解したうえで、接種に同意する権限を委任します。

　令和　　　年　　月　　日

　被接種者（お子さん）
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　委任者（保護者）自署
　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　住　所　　　　中野区　　　　　　　丁目　　　番　　　　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　電　話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代理人（同伴者）
　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
